
平成２４年度みやざき農林水産業経営多角化チャレンジ塾募集要領 

 

       公益社団法人宮崎県農業振興公社 

                 

１ 目的 

本県農業における地域農業の牽引役として、6次産業化や農商工連携に取り

組む農業法人の育成確保を目的に、「みやざき農林水産業経営多角化チャレン

ジ塾」を開講し、経営の多角化を目指す農林水産業者や 6次産業化を推進・支

援する人材の育成を図るため要領を定め受講者の募集を行う。 

 

２ 募集期間 

  平成２４年７月２５日（水）～平成２４年８月１０日（金） 

   

３ 募集概要 

（１）グローバル農業法人育成コース  

食品加工技術、マーケティングのノウハウ、財務管理等を身につけた農

業法人等の育成を目指す。 

①募集対象要件 

ア 農業法人である場合は、宮崎県内に事業所を有する農業法人等で

あり、応募の時点で認定農業者である農業法人又は農業経営の法人

化を目指す個人の認定農業者等（以下「農業法人等」という。）であ

ること。 

イ 農商工連携や６次産業化などの農業経営の多角化を目指す農業法

人等であって、農業経営の多角化に関する自らの事業構想（以下「ビ

ジネスプラン」という。）を有していること。 

ウ 国税及び県税の滞納がないこと。 

エ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の２第２

項各号のいずれにも該当しない者であること。 

オ 宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製造の

請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止又は指名

停止の措置を受けた農業法人、又は当該団体の構成員である個人の

認定農業者でないこと。 

カ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続き開始の申

し立てがなされた者及びその開始決定がされている者又は構成員に

当該者を含む者ではないこと。 

キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始

の申し立てがなされている者でないこと。（当該申し立てに基づく更



生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）  

ク 経営に事実上参加している者に、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条 第２号に規定

する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者がいな

いこと。 

ケ その他上記に例示するもののほか、本事業の対象として適切でな

いと認められる事由がないこと。 

コ 提出書類に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。 

   ② 募集定員 

     ２０名程度とする。 

   ③ 受講料 

     ４千円／人とする。 

   ④ 応募方法 

     受講希望者は、受講申請書（別記様式１号）に次の書類を添付し、

公益社団法人宮崎県農業振興公社理事長（以下、「理事長」という。）

に提出する。 

ア ビジネスプラン（別記様式２号） 

イ 履修希望申請書（別記様式３号） 

   ⑤ 応募先 

   〒880-0913 宮崎市恒久１丁目７番地１４ 

公益社団法人宮崎県農業振興公社 新農業支援課  

   ⑥ 選考方法 

     別途定める選考要領に基づく書類選考とする。 

   ⑦ 選考結果の通知 

     公社は、選考を行ったときは、その結果をすみやかに応募者及び知

事に通知するものとする。 

   

（２）６次化推進プロデューサー育成コース 

事業計画の作成や具体化に向けて農業法人等にアドバイスできる人材

の育成を目指す。 

① 募集対象要件 

以下の県内関係機関・団体等から宮崎県内において、農林水産業経営

の多角化に取り組む農業法人等の支援に必要な資質を有するとして推

薦があった者の中から決定する。 

※（１）の①のウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コに同じ 

    （県内関係機関・団体等） 

      市町村、JA 四連、各農協、各漁協、金融機関、県中小企業診断士



協会、県社会保険労務士会、南九州税理士会宮崎県連合会  等 

② 募集定員 

     ２０名程度とする。 

   ③ 受講料 

     ４千円／人とする。 

   ④ 応募方法 

     受講希望者は、受講申請書（別記様式１号）に所属機関・団体の推

薦書（別記様式４号）を添付して、理事長に提出する。 

   ⑤ 応募先 

   〒880-0913 宮崎市恒久１丁目７番地１４ 

公益社団法人宮崎県農業振興公社 新農業支援課  

   ⑥ 選考方法 

（２）の①関係機関・団体の推薦書類による選考とする。 

   ⑦ 選考結果の通知 

     公社は、選考を行ったときは、その結果をすみやかに（２）の①の

関係機関・団体及び知事に通知するものとする。 

 

４ 問い合わせ先   

  公益社団法人宮崎県農業振興公社 新農業支援課 

（担 当）河野、井本、松浦 

  （住 所）〒880-0913 宮崎市恒久１丁目７番地１４ 

   （連絡先）TEL：(0985)51-2011 FAX：(0985)51-8006 

         H P：http://www.mnk.or.jp 

 

附 則 

 この要領は、平成２４年７月２３日から施行し、平成２４年度みやざき農

林水産業経営多角化チャレンジ塾から適用する。 

https://www.mnk.or.jp/

